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吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ

　令和元年第２回定例会は、6月5日招集され、12日までの8日間の会期で開催されました。今期の定例会で
は、6月5日に5名の議員が町政について一般質問をおこないました。
　なお、議決された案件の大要及び審議結果は次のとおりです。

①吉野町税条例等の一部改正の専決処分 　  【 承認 】
　　地方税法等の関係法令の改正に伴う個人住民税、
軽自動車税、電子申告義務に関する所要な改正等
②半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置
条例の一部改正の専決処分　　　　　　　【 承認 】
　　「減収補填制度」を規定している省令のうち、平成３
０年度末にその適用期限が到来する、半島振興法第１
７条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される
場合等を定める省令の一部改正に伴う制度適用期限
の延長の改正等
③吉野町国民健康保険税条例の一部改正の専決処分

【 承認 】
　　地方税法等の関係法令の改正に伴う賦課限度額
及び軽減判定所得の改正
④吉野町介護保険条例の一部改正の専決処分

【 承認 】
　　介護保険制度の関係政令の改正に伴う軽減額の
改正
⑤吉野町子ども医療費助成条例等の一部改正

【 可決 】
　　奈良県の福祉医療費助成制度の改正に伴い、対象
者である「未就学児」に対する医療費助成が、県内で
の受診に限り、8月1日より、受診者が医療機関等の
窓口で、資格証を提示するだけで、保険対象の医療費
についての自己負担を支払う必要がなくなる「現物給
付方式」に改正
 （改正条例は以下3条例）
・吉野町子ども医療費助成条例
・吉野町心身障害者医療費助成条例
・吉野町ひとり親家庭等医療費助成条例
⑥災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関
する条例の一部改正　　　　　　　　　    【 可決 】
　　災害弔慰金の支給等の関係法令の改正において、
一定事項について市町村の政策判断で設定が可能と
なったため、被災者支援の充実の観点から以下の内
容を改正
・災害援護資金の貸付利率→無利子
・貸付時の保証人＝不要
・被災者が選択できる償還方法を拡充

条 　 　 例 　 　（7件）⑦吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する
条例の一部改正 　　　　　　　  　　　　【 可決 】
　　近年の団員数の動向も勘案し、団員定数を実態に
見合ったものとするため、現在の条例の団員定数を
405人から385人に改める

◆平成30年度土地開発公社決算及び事業報告
　　　　  　　　　【 受理 】

　[収益的収支]
収入 500円
支出 ０円

　[資本的収支]
収入 0円
支出 26,118円

◆令和元年度土地開発公社予算及び事業計画・資金計画
　　　　  　　　　【 受理 】

　[収益的収支]
収入 42万円
支出 42万円

　[資本的収支]
収入 1,100万円
支出 1,105万4千円

◆常任委員会の閉会中の所管事務調査　　　  【可決】
◆議員派遣　　　　　　　　　　　　　　　  【可決】

 
　　　　　　  　　　　【 可決 】

　・収益的支出 29万円
　・資本的支出 60万円
　・内容　人事異動に伴う職員給与費(89万円)

⑩吉野町固定資産評価委員会委員の選任同意
　　　　　　　  　　　　【 同意 】

　（固定資産評価審査委員会委員 石橋 修 氏任期         
　満了による選任同意）
　・髙野 純 氏（飯貝）

　
・補正規模 3,605万2千円
・予算総額 59億6,905万2千円
・地方債　公共交通活性化対策を目的とする起債
の限度額を690万円増額し4,800万円に変更
・歳入　 ▼地方創生推進交付金(187万円)、

▼移住・定住・交流の促進のための地域活性化
センター補助金(199万円)、 ▼地域公共交通活性
化事業分の過疎対策事業債(690万円)、 ▼保険料
(297万円)、 ▼繰越金(2,232万2千円)

・歳出　 ▼吉野町に短期滞在していただくことによ
り、関係人口の創出と移住促進を図る、住んで「よし
の」事業(199万円)、 ▼新たな住民相互の助け合い
の仕組みを構築するシェアリングエコノミー推進事
業(374万円)、 ▼スマイルバス及び通学バスの新た
な運行委託契約における増額分等の地域公共交通
活性化事業(699万7千円)、通学バス運行事業
(225万7千円)、 ▼さくら広域環境衛生組合運営費
及び事務費負担金(1,155万9千円)、 ▼中央公民館
大ホール舞台修繕工事請負費(297万円)、 ▼職員
の昇格、昇任及び人事異動に伴う職員給与費(653
万9千円)

予 　 　 算 　 　（2件）

同 　 　 意 　 　（1件）

補正予算を含む全議案を全会一致で可決・承認・同意補正予算を含む全議案を全会一致で可決・承認・同意令和元年第２回定例会 補正予算を含む全議案を全会一致で可決・承認・同意補正予算を含む全議案を全会一致で可決・承認・同意補正予算を含む全議案を全会一致で可決・承認・同意
議 会 だ よ り

そ の 他 　 　（2件）

⑪中荘地区自治協議会の拠点となる施設の整備につ
いての要望書 　　　　　　　  　　　  【継続審査】

要 　 　 望 　 　（1件）

◆平成30年度一般会計繰越明許費繰越計算書の報告
　　　　　　　　　　　　　　 【受理】

・一般会計の8事業に係る繰越明許費の繰越額
  （2億4,592万7千円）等報告
◆平成30年度下水道事業特別会計繰越明許費繰越計
算書の報告　　　　　　　　　　　　　　  【受理】
・下水道事業特別会計の事業に係る繰越明許費の
繰越額（1,700万円）等報告

報 　 　 告 　 　（4件）
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①吉野町税条例等の一部改正の専決処分

②半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置
　条例の一部改正の専決処分

③吉野町国民健康保険税条例の一部改正の専決処分

④吉野町介護保険条例の一部改正の専決処分

⑤吉野町子ども医療費助成条例等の一部改正

⑥災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する
　条例の一部改正

⑦吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する
　条例の一部改正

⑧令和元年度一般会計補正予算(第１号)

全　会　一　致

全　会　一　致

全　会　一　致

全　会　一　致

全　会　一　致

全　会　一　致

全　会　一　致

全　会　一　致

承認

承認

承認

可決

可決

可決

可決

承認

⑨令和元年度水道事業特別会計補正予算(第１号)

⑩吉野町固定資産評価委員会委員の選任同意

⑪中荘地区自治協議会の拠点となる施設の整備について
　の要望書

全　会　一　致

全　会　一　致

全　会　一　致

可決

同意
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一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　欠席＝ー 　棄権＝△】  

※ 一般質問は次のページをご覧ください。

⑧令和元年度一般会計補正予算(第１号) 　　 【 可決 】

⑨令和元年度水道事業特別会計補正予算(第１号)
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一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　欠席＝ー 　棄権＝△】  

※ 一般質問は次のページをご覧ください。
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 ◀◀まちの話題

　在来種のニホンミツバチの巣箱を作る体験講座が６月１日、
西谷の山林で行われました。家族連れなど約３０人が参加し、
自然の森を維持するのに欠かせない、ニホンミツバチの現状
と役割について学びました。ニホンミツバチは、養蜂で使われ
ることが多いセイヨウミツバチより体が小さく、色は黒っぽい
のが特徴で、様々な草木の受粉を助け、多種多様な植生を
つくるのに欠かせない存在です。しかし、植林や宅地開発で
ニホンミツバチは減少しており、生態系に変化をもたらす恐
れがあるとされています。
　この講座は、ニホンミツバチを増やしながら森の環境づくり

について考える「ビーフォレスト・クラブ」が企画し、今回、吉
野町が会場備品（テント・看板）を貸し出す形で協力しました。
　2015年から始まったこの活動は、近畿を中心に現在６０か
所の森で行われ、約４００個の巣箱が置かれました。この日は、
奈良県が今年７月から「新しい森づくり計画」の一環として
実施する、ニホンミツバチの生息調査用の巣箱も作られ、参
加者が作った巣箱とともに、周辺の山中に設置されました。
　ニホンミツバチが増え、たくさんの生き物が棲む、豊かな森
が再生されることが願われます。　

焼き目を付けた杉材でミツバチの巣箱を作りました。

　「人権の花」運動は、奈良地方法務局五條支局・五條人
権擁護委員協議会が思いやりのある優しい心を育んでもら
うことを目的として、毎年開催しているものです。
　６月１４日に吉野町人権擁護委員の方がよしのこども園を
訪れ、ミニひまわりの種を園児たちに手渡しました。
　委員を代表して西林さんが「皆で協力して育てて、きれい
な花を咲かせてください。」と話し、続いて、昆布委員が種の
植え方を園児にわかりやすく説明しました。園児たちは人権
擁護委員の方 と々一緒にミニひまわりの種を一粒ずつプラ
ンターに植えていきました。

　６月２４日には吉野小学校で、２０２０年の東京パラリンピッ
クの正式種目である「ボッチャ」というスポーツを体験する
人権教室が開催されました。この教室は、奈良地方法務局
と奈良県人権擁護委員連合会が企画したもので、４年生の
児童が参加しました。
　ボッチャは、ボールを投げて目標の白いボールまでの距
離を競うスポーツで、年齢や性別、障がいの有無に関わら
ず誰もが一緒に楽しめるものです。児童たちは、ボッチャを
通して、お互いを思いやりながら協力することの大切さ、車
イス体験を通して、人権について考える機会となったようで
す。

まちの話題 ▶▶

人権擁護委員の方と一緒にミニひまわりの種を植える園児たち

講師の林家染二さん

ミツバチの巣箱作り体験
吉野の木材を使用しました

SAVE THE EARTH

くらしのエコロジー

人権の大切さを学ぼう
よしのこども園・吉野小学校・差別をなくす町民集会

おもいやりの心育てよう

HEARTWARMING

一 般 質 問 次のとおり一般質問がおこなわれ、町長等から答弁がおこなわれました。

吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ

◆中井 章太 議員から
　・地域再生法の支援措置メニューの活用について
　・森林環境譲与税の活用と林業政策について
　・なら子育て応援団の取り組みについて

◆薮坂 眞佐 議員から
　・町内公共交通等、暮らしに必要な情報の有効的な
　発信について
　・吉野町の町づくり・観光事業・産業等々の位置づけ
　について
　・次世代に多額の借金を残さない財政健全化につい
　て

◆山本 義史 議員から
　・新吉野町役場庁舎について

◆野木 康司 議員から
　・「ワールドマスターズゲームズ2021関西」につい
　　て
　・県立高校の再編・統合における吉野高校の校舎の
　　利活用について

◆中西 利彦 議員から
　・森林環境譲与税の創設と森林経営管理法の制定
　　に伴う町の役割について

　人権擁護委員の委嘱について
　人権擁護委員は、地域の皆様から人権相談を
受け、問題解決のお手伝いに応じます。７月１日
付けで、法務大臣から次の方が人権擁護委員に
委嘱されました。

坂本　朱美　（ 柳 ）　新任

　「差別をなくす強調月間」の取り組みとして吉野町では、
差別や人権侵害のない社会の実現と、一人一人が大切に
される地域づくりをめざし、活動を行っています。この強調
月間に合わせて、７月6日、吉野町中央公民館で差別をなく
す町民集会を開催しました。
　今年は、趣旨説明などの開会行事の後、落語家の林家
染二さんが、「共に笑う心のコミュニケーション～雑談力は
人間力～」と題した講演を行いました。林家さんは「心をや
わらかくし、やさしい心を持って人と接することが大切で
す。」と語りました。参加者は笑いと涙に包まれた会場で、豊
かな人権感覚の大切さを感じていました。

車いすも使用してボッチャを体験した児童たち


